
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

よ
い
か
ん
墨
俣

ア
イ
・
ケ
ア
訪
問
看
護
リ

ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

名

称

カ
タ
ヤ
マ
薬
局

ひ
だ
薬
局

駅
西
店

名

称

第

二

千

七

百

五

十

四

号

平

成

二

十

八

年

六

月

十

日

大
垣
市
墨
俣
町
墨
俣
字
東
殿
三
〇
二

番
地

岐
阜
市
上
川
手
九
八
番
地
五

Ｓ
Ｏ

Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｅ
ビ
ル
Ｂ
号

所

在

地

下
呂
市
萩
原
町
萩
原
一
四
四
二
番
地

二 高
山
市
岡
本
町
二
丁
目
五
八
―
二

所

在

地

同 精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

(

金
曜
日)平

成
��･�･� 平

成
��･�･� 指

定

年
月
日

平
成
��･�･� 平

成
��･�･� 指

定

年
月
日

目

次

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

三
六
九
ペ
ー
ジ

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)

三
七
〇

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

三
七
〇

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

三
七
〇

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

(

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等)
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日



た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

名
鉄
岐

阜
店 名

称

国
立
大
学
法
人

岐
阜
大
学
医
学
部

附
属
病
院

名

称

岐
阜
市
柳
戸
一
番
一

所

在

地

岐
阜
市
神
田
町
九
丁
目
六
番
地

所

在

地
精
神
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･�･� 変

更

年
月
日

平
成
��･�･� 変

更

年
月
日

名

称

総
合
病
院
中
津

川
市
民
病
院

国
民
健
康
保
険

関
ケ
原
病
院

医
療
法
人
徳
洲

会
大
垣
徳
洲
会

病
院 名

称

中
津
川
市
駒
場
一
五

二
二
―
一

不
破
郡
関
ケ
原
町
大

字
関
ケ
原
二
四
九
〇

―
二
九

大
垣
市
林
町
六
―
八

五
―
一 所

在

地
所

在

地

歯
科
口
腔
外

科 人
工
透
析
内

科 整
形
外
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

口
腔

腎
臓

整
形
外
科

担
当
し
よ
う

と
す
る
医
療

の
種
類

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 育
成
・

更
生

自
立
支

援
医
療

の
種
類

指

定

年
月
日

同 同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
又
は
診
療
所)

(

薬
局)

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
池
田
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

池
田
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
撮
影
及
び
写
真
地
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら

同

二
十
八
年
三
月
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

池
田
町

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
・
診
療
所)

(

薬
局)
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ク
ル
ー
ズ
薬
局
岐
南
店

シ
ノ
ダ
薬
局
大
垣
店

ク
オ
ー
ル
薬
局
美
濃
加
茂

西
店

オ
オ
ノ
調
剤
薬
局
北
店

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
富
薬

局 ひ
だ
薬
局
駅
西
店

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
北
四
―
八
八

大
垣
市
和
合
新
町
一
―
七
八
―
三

美
濃
加
茂
市
西
町
一
―
二
七
八
―
六

揖
斐
郡
大
野
町
大
野
九
七
七

山
県
市
高
富
二
三
六
七

高
山
市
岡
本
町
二
―
五
八
―
二

同 同 同 同 同 育
成
・
更
生

同 同 同 同 同 平
成
��･�･�
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平
成
二
十
八
年
六
月
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


